
本厚木駅等耐震補強事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本厚木駅の駅部及び駅間部（以下「本厚木駅等」という。）耐震補

強を実施し、本厚木駅等利用者の安全の向上を図るとともに発災時における駅の緊急応

急活動拠点機能を確保することを目的として、国が定める鉄道施設総合安全対策事業費

補助交付要綱（平成20年４月１日国鉄施第106号）第21条第２項の規定に基づき、本厚

木駅等耐震補強事業に要する経費の一部を国と協調して交付する本厚木駅等耐震補強事

業補助金（以下「補助金」という。）について、厚木市補助金等交付規則（昭和45年厚

木市規則第５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、本厚木駅等耐震補強事業計画に基づき、本厚木駅等において、

鉄道事業の用に供する鉄軌道駅の建築物及び緊急応急人員輸送等の機能維持のための必

要最小限の範囲の構造物の柱、基礎等の耐震対策を行う事業とする。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、鉄道事業者とする。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助対象経費は、補助対象事業を行うために直接に要した本工事費及び附帯工事

費（移転補償費を除く。）とする。 

２ 交付する補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、補助対象経費に３分の１を乗じて得

た額以内とする。ただし、国の補助する額を上限とする。 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、本厚木駅等耐

震補強事業補助金交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 交付申請に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 経費積算書 

(4) その他補助対象事業実施のための必要書類 

（補助金の交付決定の通知） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、交付決定をするときは、本

厚木駅等耐震補強事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により、申請者に通知をす

るものとする。 



（補助金交付の条件） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「決定者」という。）は、補助対象事業の実

施に当たり、次に揚げる条件を遵守しなければならない。 

(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

(3) 厚木市補助金等交付規則の規定に従うこと。 

（計画変更） 

第８条 決定者は、事業計画書を変更しようとするときは、本厚木駅等耐震補強事業補助

金変更承認申請書（第３号様式）に変更事業計画書を添付して、市長の承認を受けなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定により事業計画書の変更の申請があったときは、その内容を審査

の上、本厚木駅等耐震補強事業補助金変更承認通知書（第４号様式）を発行し、決定者

に通知をするものとする。 

（補助対象事業の着手届及び完成届） 

第９条 決定者は、補助対象事業に係る工事に、着手したときにあっては事業着手届（第

５号様式）を、完成したときにあっては事業完成届（第６号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（申請の取下げ） 

第10条 決定者は、補助金の交付の決定後、交付申請を取り下げようとするときは、交付

決定の通知を受けた日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しな

ければならない。 

（状況報告） 

第11条 決定者は、補助対象事業の実施状況について、毎会計年度、第２四半期終了後30

日以内、又は市長の要求があった場合には、実施状況報告書（第７号様式）を市長に提

出しなければならない。 

２ 決定者は、補助対象事業が年度内に完了しないと見込まれるとき及び補助対象事業の

遂行が困難となったときは、実施状況報告書を市長に提出し、その指示を受けなければ

ならない。 

（実績報告） 

第12条 決定者は、本厚木駅等耐震補強事業補助金実績報告書（第８号様式）を補助対象

事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。 

２ 本厚木駅等耐震補強事業補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければな



らない。 

(1) 事業実績報告書 

(2) 収支決算書 

(3) 完成写真 

(4) その他事業の実績を確認するための必要書類 

（補助金の交付） 

第13条 決定者は、補助対象事業が完成したことを確認した後に、適法な請求書に本厚木

駅等耐震補強事業補助金交付決定通知書の写しを添えて、補助金の交付請求を市長に対

して行わなければならない。 

（補助金の整理） 

第14条 決定者は、補助対象事業に係る補助金について帳簿を備え、交付を受けた補助金

の額及び累計額を、会計年度ごとに整理しなければならない。 

（取得財産の整理） 

第15条 決定者は、補助対象事業によって取得した財産（以下「取得財産」という。）に

関する特別の帳簿を備え、取得財産の取得時期、所在場所、価格等の取得財産の状況が

明らかになるように整理しなければならない。 

（帳簿等の保存） 

第16条 決定者は、前条に規定する書類を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和40年大蔵省令第15号）に定める耐用年数等の期間（以下「省令に定める期間」とい

う。）保存しておかなければならない。 

（取得財産の管理等） 

第17条 決定者は、取得財産について、補助対象事業の完了後においても、適切に管理し、

その効率的運用を図らなければならない。 

（取得財産の処分の制限） 

第18条 決定者は、取得財産について、補助対象事業の完了後においても、省令に定める

期間は、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。 

（監督） 

第19条 市長は、必要と認めるときは、決定者に対して補助対象事業の実施状況及び補助

金の整理について検査を行い、又は報告を求めることができる。 

 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年４月９日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行の日から施行する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第1号様式（第５条関係） 

本厚木駅等耐震補強事業補助金交付申請書 
 

年  月  日 
 
（宛先） 厚木市長  

所 在 地 
団 体 名 
代表者名                  印 

 
 次のとおり申請します。 

1 事 業 の 名 称 
  

2 事 業 の 目 的 
  

3 施 行 場 所 
 

4 申 請 金 額 等 円 

5 
事 業 費 内 訳 
（ 単 位  円 ） 

事 業 費 国 県 市 事 業 者 

     

6 事 業 概 要 
  

7 事 業 効 果 
  

8 着手予定年月日         年  月  日 

9 完成予定年月日         年  月  日 

1 0 添 付 書 類 
□ 事業計画書  □ 収支予算書 
□ 経費積算書 



第２号様式（第６条関係） 

本厚木駅等耐震補強事業補助金交付決定通知書 
 

年  月  日 
           様 
 

厚木市長            印 
 
   年  月  日付けで申請のあつた市補助金については、次のとおり決定した

ので通知します。 

1 事 業 の名称 
  

2 
補 助 金 交 付

決 定 金 額 

円 

3 補 助 条 件 

 (1) この補助金は、本厚木駅等耐震補強事業のために交付

するものであり、目的外への使用は一切しないこと。 
 (2) 市の監査を求められたときは、関係書類を提示するこ

と。 
 (3) 不正な方法により補助金の交付を受けたことが判明し

た場合には、補助金交付の決定が取り消され、交付され

た補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるも

のであること。 
 (4) 補助事業が完了したときは、定められた期限までに事

業実績報告書及び収支決算書を市長に提出すること。 
 (5) 補助事業の施行に当たり、関係諸法令の規定に違反し

た場合には、補助金交付の決定が取り消され、交付され

た補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるも

のであること。 
 (6) 支払時期 

 



第３号様式（第８条関係） 
本厚木駅等耐震補強事業補助金変更承認申請書 

 
年  月  日 

 
（宛先） 厚木市長  
 

所 在 地 
団 体 名            
代表者名            印 

 
 次のとおり申請します。 

1  事 業 の名称 
  

2  施 行 場 所 
  

3  
変 更 申 請

金 額 等 
円  

4  
事 業 費 内 訳 
（ 単 位  円 ） 

事業費  国   県   市  事業者 

     

5  
変 更 の  
理 由 内 容 

  

6  変 更 日 年    月    日 

7  添 付 書 類 
□ 変更事業計画書  □ 変更収支予算書 
□ 経費積算書 

 
 
 



第４号様式（第８条関係） 
本厚木駅等耐震補強事業補助金変更承認通知書 

 
 

 
年  月  日 

 
            様 
 

厚木市長          印 
 
 次のとおり承認します。 

1 事 業 の 名 称 
  

2 
変 更 補 助 
金 額 

円 

3 条 件 

  

  

  

  

4 指 示 事 項 

  

 



第５号様式（第９条関係） 

事 業 着 手 届 
 

年  月  日 
 
（宛先） 厚木市長  
 

所  在  地  
団  体  名  
代表者名             印  

 
 次のとおり届け出ます。 

1  事 業 の名称 

  

2  施 行 場 所 

  

3  着 手 年 月 日 年    月    日 

4  
完 成 予 定

年 月 日 
年    月    日 

 
 



第６号様式（第９条関係） 

事 業 完 成 届 
 

年  月  日 
 
（宛先） 厚木市長  
 

所  在  地  
団  体  名  
代表者名               印  

 
 
 次のとおり届け出ます。 

1  事 業 の名称 

  

2 施 行 場 所 

  

3 着 手 年 月 日 年    月    日 

4 完 成 年 月 日 年    月    日 

 



第７号様式（第１１条関係） 

                                                               年  月  日 

 

 （宛先） 厚木市長  

 

所    在    地 

                   団  体  名 

                   代  表  者  名              印 

 

補助事業実施状況報告書 

 

 

本厚木駅等耐震補強事業補助金交付要綱の規定に基づき、厚木市長から通知があった補助事業の

実施状況について、別紙のとおり報告します。 

 

 

                （別 紙）補助事業実施状況表（第７－２号様式） 

             又は 

        （別 紙）補助事業実施状況表（第７－３号様式） 

             又は 

        （別 紙）補助事業実施状況表（第７－４号様式） 

 



（第７－２号様式） 

 

年度補助事業実施状況表 

 

                                                                                 （単位：円） 

費目 
計画額

Ａ 
実績額  
Ｂ 

計画額

と の 

差 額 

Ａ－Ｂ 

進捗率 

B/A(%) 

今後の実績見込み額 

備 考 
第 
 

四半期 

第 
 

四半期 

第 
 

四半期 
その他 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

合 計 

         

（注）１  計画額に変更があった場合は、変更後の計画額を記載し、変更前の計画額を上段に括弧

書すること。 

   ２  計画額との差額について、その主な理由等を備考欄に記載すること。 

 



（第７－３号様式） 

 

年度補助事業実施状況表 

                                                                （単位：円） 

費 目 
計 画 額 

Ａ 

３月末 

までの 

実 績 

見 込 額 

Ｂ 

計 画 額 

と の 

差 額 

Ａ－Ｂ 

計画額との差額の内訳 

備 考 
年度内に 

完了 

しない分 

遂行が 

困難と 

なった分 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

合 計 

       

（注）１  計画額に変更があった場合は、変更後の計画額を記載し、変更前の計画額を上段に括弧

書すること。 

   ２  計画額との差額について、その主な理由等を備考欄に記載すること。 



（第７－４号様式） 

 

年度補助事業実施状況表 

                                                        （単位：円） 

費 目 
計画額 

Ａ 

 年 月 日 

までの 

実績額 

Ｂ 

計画額 

と の 

差 額 

Ａ－Ｂ 

計画額との差額の内訳 

備 考 遂行が困難 

となった分 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

合 計 

      

（注）１  計画額に変更があった場合は、変更後の計画額を記載し、変更前の計画額を上段に括弧

書すること。 

   ２  計画額との差額について、その主な理由等を備考欄に記載すること。 



第８号様式（第１２条関係） 

本 厚 木 駅 等 耐 震 補 強 事 業 補 助 金 実 績 報 告 書  
 

年  月  日 
 
（宛先） 厚木市長  

所  在  地  
団  体  名  
代表者名               印  

 
 次のとおり報告します。 

1  事 業 の名称 
  

2 施 行 場 所 
  

3 事 業 費 
円 

4 補 助 金 額 
円 

5 着 手 年 月 日 年  月  日 

6 完 成 年 月 日 年  月  日 

7 経 過 と 内 容   

8 添 付 書 類 □ 収支決算書   □ 

 
 


